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…
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与
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規
程
の
一
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を
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る
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(

職
員
福
利
課)

…

�

○
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県
教
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員
会
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的
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用
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員
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程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

(

同

)

…

�

○
公
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の
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(
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正

誤

○
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日
号
外
第
二
十
二
号
規
則
中

(

団
体
経
営

改

善

課)

…

�

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

地
方
労
働
委
員
会
事
務
局

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程

(

平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

次
の
担
当｣

を

｢

審
査
調
整
課｣

に
改
め
、
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中

｢

総
務
担
当｣

を

｢

課｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

総
務
担
当｣

を

｢

審
査
調
整

課｣

に
改
め
、
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

総
会
及
び
公
益
委
員
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
に
次
の
十
号
を
加
え
る
。

十
二

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

労
働
組
合
の
資
格
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

地
方
公
営
企
業
等
に
係
る
労
働
組
合
の
非
組
合
員
の
範
囲
に
つ
い
て
の
認
定
及
び
告
示
に

関
す
る
こ
と
。

十
六

公
益
事
業
に
係
る
争
議
行
為
予
告
通
知
義
務
違
反
に
対
す
る
処
罰
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

労
働
協
約
の
地
域
的
の
一
般
的
拘
束
力
の
適
用
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

労
働
争
議
の
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
裁
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

個
別
的
労
使
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

争
議
行
為
の
発
生
届
及
び
公
益
事
業
に
係
る
争
議
行
為
予
告
通
知
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。
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二
十
一

労
働
争
議
の
実
情
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
職
制)

第
四
条

事
務
局
に
次
長
を
、
課
に
課
長
を
置
く
。

２

必
要
に
応
じ
、
事
務
局
に
局
付
を
、
課
に
総
括
副
参
事
、
副
参
事
、
総
括
主
幹
、
主
幹
、
総
括

主
査
、
主
査
及
び
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

３

局
長
は
、
会
長
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
部
下
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

４

次
長
は
、
局
長
を
補
佐
し
、
事
務
局
の
事
務
を
整
理
す
る
。

５

課
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

６

総
括
副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
事
項
に
係
る
企
画
、
調
査
及

び
立
案
を
行
う
。

７

副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
係
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案
を
行

う
。

８

総
括
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に

当
た
る
。

９

主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

10

総
括
主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
重
要
な
事
務
を
処
理
す
る
。

11

主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
な
事
務
を
処
理
す
る
。

12

そ
の
他
の
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
に
従
事
す
る
。

13

局
付
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中

｢

次
長｣

の
下
に

｢

、
課
長｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢

総
括
副
参
事｣

を

｢

課
長｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
七
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

総
括
副
参
事｣

を

｢

課
長｣

に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す

る
。第

八
条
中

｢

総
括
副
参
事｣

を

｢

課
長｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と

し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法

(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九

十
二
号)

第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

な
お
、
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
整
備
企
画
課
及
び
関

係
市
町
村
土
地
対
策
担
当
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
書
の
変
更

変
更
に
係
る
事
項

１
中
、

｢自
然
公
園
法
第
18条
第
１
項
｣

を

｢自
然
公
園
法
第
14条
第
１
項
｣

に
、

｢自
然
公

園
法
第
17条
第
１
項
｣

を｢自
然
公
園
法
第
13条
第
１
項
｣

に
、｢自

然
公
園
法
第
42条
第
１
項
｣

を

｢自
然
公
園
法
第
60条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

二

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
変
更

１

変
更
に
係
る
事
項

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
都
市
地
域
、
農
業
地
域
及
び
森
林
地
域
の
区
域
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

�

都
市
地
域

区
域
を
拡
大
し
た
市

八
戸
市

�

農
業
地
域

区
域
を
縮
小
し
た
市

八
戸
市

�

森
林
地
域

�

区
域
を
拡
大
し
た
市
町
村

む
つ
市
、
七
戸
町
、
川
内
町
、
大
畑
町
、
東
通
村
、
風
間
浦
村
、
佐
井
村
、
脇
野
沢
村

�

区
域
を
縮
小
し
た
町
村

川
内
町
、
大
畑
町
、
大
間
町
、
東
通
村
、
風
間
浦
村
、
脇
野
沢
村

２

変
更
の
内
容

次
の
図
面
の
と
お
り
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次
の
図
面｣

は
、
省
略
す
る
。)

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

に
、
所
属
の
長
の
内
申
を
添
え
て
、
教
育
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い｣

を

｢

を
所
属
の
長
を
経
由
し
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中

｢

第
二
十
一
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
七
条
第
一
項｣

に
、

｢

に
、
所
属
の
長
の
内
申
を
添
え

て
、
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を

｢

を
所
属
の
長
を
経
由
し
て
教
育
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程

(

昭
和
四
十
八
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

｢

日
本
体
育
・
学
校
健

康
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十

二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
四
第
二
項
中

｢

本
庁
の｣

を
削
る
。

第
七
条
第
二
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
中

｢

、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長
あ
て
の
も
の
は
ス
ポ
ー
ツ
健

康
課
長
に｣
を
削
る
。

第
二
十
二
条
中

｢
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長｣

を
削
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中

｢
(

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

教
育
次
長
及
び
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長)

｣

を
削
る
。
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第
五
十
九
条
第
二
項
中

｢

課
長｣

の
下
に

｢

又
は
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
１
の
�
の
ア
中

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
、
同
表
の
２
中

｢
｢

ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長
印

２
４

を
課

長
印

２
１

に
改
め

課
長

印
２
１

｣

｣

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程(

昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

県
立
学
校
課
特
別
支
援
教
育
室
長｣

の
下
に

｢

、
県

立
学
校
課
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
準
備
室
長｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第

四
項
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

本
庁
の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
す
る
。

第
七
条
第
五
項
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

を

｢

本
庁
の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
、

｢

教
育

長｣

を

｢

課
長｣

に
、

｢

課
長｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

課
長｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
生
涯
学
習
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
同
欄
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
規
則

(

平
成
十
五
年
八
月
青
森
県
規
則
第
六
十
九
号)

の
施
行

に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
館
時
間
の
変
更
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
館
日
に
お
け
る
開
館
の
決
定
及
び
休
館
日
の
指
定
に
関

す
る
こ
と
。

ハ

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
拒
否
及
び
使
用
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
職
員
福
利
課
の
項
第
一
号
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
所
長
専
決
事
項
の
欄
第
六
号
中

｢
(

外
国
旅
行
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
表
次
長
専

決
事
項
の
欄
第
二
号
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
二
所
長
専
決
事
項
の
欄
第
六
号
中

｢
(

外
国
旅
行
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
表
次

長
専
決
事
項
の
欄
第
二
号
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
教
育
機
関
共
通
の
項
第
六
号
中

｢
(

外
国
旅
行
を
除
く
。)

｣

を
削
る
。

別
表
第
五
第
二
号
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
改
め
る
。

別
表
第
七
第
四
号
中

｢

日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令

(

昭
和
六
十
年
政
令
第
三
百

三
十
一
号)

第
二
十
一
条｣

を

｢

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令

(

平
成

十
五
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号)

第
十
七
条｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号

各

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青 森 県 報平成16年３月31日 水曜日 号外第30号 �

青
森
県

教
育
庁

課
長
印

・
21ミ
リ
メ
ー
ト
ル
・
・21ミリメー

トル・

青
森
県

教
育
庁

課
長
印

・
21ミ
リ
メ
ー
ト
ル
・
・21ミリメー

トル・

青
森
県
教
育

庁
ス
ポ
ー
ツ

振
興
局
長
印

・
24ミ
リ
メ
ー
ト
ル
・
・24ミリメー
トル・



� �

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程

(

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

成
年
後
見
登
記
制
度
に
お
け
る
登
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書

第
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
の
表
以
外
の
部
分
中

｢

第
一
項｣

を

｢

前
項｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中

｢
第
六
条
の
六
第
一
項｣

を

｢

第
六
条
の
七
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条

第
二
項
中

｢

第
六
条
の
六
第
二
項｣
を

｢
第
六
条
の
七
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
六

条
の
七
第
三
項｣

を

｢

第
六
条
の
八
第
三
項｣
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
人
事
委
員
会
規
則
第
六
条
の
五
及
び
第
六
条
の
九
で
準
用
す
る
請
求
、
通

知
及
び
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

第
二
十
条
第
二
項｣
を

｢
第
二
十
二
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
復
命
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
方
式
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
復
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号

庁

内

一

般

教

育

事

務

所

各

関

係

学

校

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

非
常
勤
職
員
給
与
支
給
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

高
等
学
校
の
衛
生
看
護
科｣

を

｢

黒
石
高
等
学
校
の
看
護
科｣

に
、

｢

六
千
二
百
八
十
円｣

を

｢

六
千
百
四
十
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

高
等
学
校｣

を

｢

北
斗

高
等
学
校｣

に
、

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
、

｢

二
千
八
百
九
十
円｣

を

｢

二
千
八
百
三
十
円｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中

｢

一
週
一
時
間
の
授
業
担
当
に
つ
き
月
額
一
万
千

五
百
六
十
円｣

を｢

勤
務
一
時
間
に
つ
き
二
千
八
百
三
十
円｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
校
長
が
特
に
命
じ
た
業
務
に
従
事
す
る
場
合

勤
務
一
時

間
に
つ
き
二
千
八
百
三
十
円

第
二
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

報
酬
の
支
給)

第
三
条

報
酬
の
計
算
期
間

(

以
下

｢

計
算
期
間｣

と
い
う
。)

は
、
一
の
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま

で
と
し
、
そ
の
支
給
日
は
、
計
算
期
間
の
翌
月
の
十
日

(

そ
の
日
が
日
曜
日
、
休
日
又
は
土
曜
日

に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
前
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
、
休
日
又
は
土
曜
日
で

な
い
日)

と
す
る
。
た
だ
し
、
計
算
期
間
の
中
途
に
お
い
て
退
職
し
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
は
、

そ
の
際
支
給
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
教
育
委
員
会
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会

青 森 県 報������	
�� �� 号外第30号�
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訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

第
一
条
中

｢

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

｣

の
下
に

｢

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
期
限
付
で
任
用
す
る
非
常
勤
職
員
又
は
同
法｣

を
加
え
、

｢

又
は｣

を

｢

若
し
く
は｣

に
、

｢

臨
時
職
員｣
を

｢
非
常
勤
職
員
等｣

に
、

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中

｢

臨
時
的
任
用｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等
の
任
用｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
年
四
月
人
事
委
員
会
規
則
六
―
十
五)

｣

を

｢

人
事
委

員
会
規
則
六
―
一
五

(

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則)

｣

に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

非
常
勤
職
員
の
任
用
は
、
職
員
の
職
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
で
、
当
該
職
が
一
定
期
間
継
続
し

た
勤
務
を
要
し
、
か
つ
、
常
勤
を
要
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中

｢

臨
時
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

臨
時
職
員
は｣

を

｢

非
常
勤
職
員
は
、
非
常
勤
職
員｣

に
、

｢

、
日
々
雇
用
職
員
及
び
非
常
勤
職
員｣

を

｢

及
び
日

々
雇
用
職
員｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中

｢

埋
蔵
文
化
財｣

を

｢

地
方
公
務

員
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
埋
蔵
文
化
財｣
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、

同
条
第
二
号
中｢

育
児
休
業
を｣

を｢

育
児
休
業
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
児
休
業
を｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中

｢

任
用
期
間｣
を

｢

地
方
公
務
員
法
第
二
十

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
任
用
期
間｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

一

非
常
勤
職
員

地
方
公
務
員
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
任
用
期
間
が
一
年
以
下

で
、
か
つ
、
勤
務
時
間
が
一
週
間
当
た
り
三
十
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
用
さ
れ
る
者

第
四
条
中

｢

臨
時
職
員
の｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等
の｣

に
改
め
、
同
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
一

号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

非
常
勤
職
員

非
常
勤
事
務
員
、
非
常
勤
技
術
員
、
非
常
勤
技
能
員
、
非
常
勤
労
務
員

第
五
条
中

｢

、
期
限
付
臨
時
職
員
、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
、
日
々
雇
用
職
員
及
び
非
常
勤
職

員｣

を

｢

、
非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中

｢

臨
時
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

期
限
付

臨
時
職
員
、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
、
日
々
雇
用
職
員
及
び
非
常
勤
職
員｣

を｢

非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員
、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
及
び
非
常
勤
職
員

(

期

限
付
臨
時
職
員
又
は
非
常
勤
職
員
で｣

を

｢

非
常
勤
職
員
、
期
限
付
臨
時
職
員

(｣

に
改
め
、

｢

除

く
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

を
加
え
、

｢

臨
時
職
員
任
用
伺｣

を

｢

非
常

勤
職
員
等
任
用
伺｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中

｢

第
一
項｣

を

｢

第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中

｢

、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
及
び
非
常
勤
職
員｣

を

｢

及
び
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

に
改
め
、

｢
(

第
四
号
様
式)

｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

非
常
勤
職
員
の
任
用
期
間
は
、
任
用
期
間
更
新
通
知
書

(

第
四
号
様
式)

に
よ
り
、
一
年
の
範

囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
他
の
適
任
者
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
職
員
福
利

課
長
が
認
め
た
場
合
を
除
き
、
二
回
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
任
用
を
さ
れ
た
非
常
勤

職
員
で
、
当
該
再
任
用
前
の
任
用
期
間
と
当
該
再
任
用
に
係
る
任
用
期
間
の
合
計
が
三
年
を
超
え

る
こ
と
と
な
る
も
の
の
任
用
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
適
任
者
の

確
保
が
困
難
で
あ
る
と
職
員
福
利
課
長
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
条
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
、
期
限
付
臨
時
職
員｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

期
限
付
臨
時
職
員
又
は｣

を

｢

非
常
勤
職
員
で
あ
つ
た
者
を
再
び
非
常
勤
職

員
と
し
て
、
期
限
付
臨
時
職
員
又
は｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項

中

｢

前
項｣

を

｢

第
一
項｣

に
、

｢

こ
の
場
合
に
お
い
て｣

を

｢

た
だ
し｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号

中

｢

任
期｣

を

｢

任
用
期
間｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
非
常
勤
職
員
で
あ
つ
た
者
を
再
度
非
常

勤
職
員
と
し
て
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
の
再
任
用
は
、

一
回
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一

他
の
適
任
者
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
職
員
福
利
課
長
が
認
め
た
場
合

二

そ
の
任
用
期
間
の
合
計(

一
年
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
年
と
す
る
。)

が
二
年
以
内
で
あ
る
者
を
再
任
用
す
る
場
合

第
十
条
中

｢

臨
時
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
第
一
項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

期
限
付
臨
時
職
員
、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
及
び
日
々
雇
用
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
別
に
定

め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程

(

昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教

育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号
。
以
下

｢

服
務
規
程｣

と
い
う
。)

の
適
用
を
受
け
る
職
員

(

地
方
公

務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
以
下

｢

正
職
員｣

と
い
う
。)
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
勤
務
の
特
殊
性
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
場

合
は
、
そ
の
都
度
別
に
定
め
る
。
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第
十
二
条
第
一
項
中

｢

臨
時
職
員｣

を

｢

期
限
付
臨
時
職
員｣

に
、

｢

及
び
日
々
雇
用
職
員
を
除

く
。)

｣

を

｢

を
除
く
。)

及
び
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て

｢
(

服
務)

｣

を
付
し
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

｢

臨
時
職

員｣
を

｢
非
常
勤
職
員
等｣

に
改
め
、
同
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号

を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

非
常
勤
職
員
の
服
務
に
つ
い
て
は
、
服
務
規
程
第
二
条
、
第
四
条
の
二
、
第
五
条
か
ら
第
七

条
ま
で
、
第
八
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中

｢
期
限
付
臨
時
職
員
、
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
及
び
非
常
勤
職
員｣

を

｢

非
常
勤
職
員
、
期
限
付
臨
時
職
員
及
び
育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員｣

に
、

｢

臨
時
職
員
退
職
承
認

伺｣

を

｢

退
職
承
認
伺｣

に
改
め
る
。

別
表
の
年
次
休
暇
の
項
中

｢
(

非
常
勤
職
員
に
あ
つ
て
は
、
一
日)

｣

を
削
り
、
同
表
の
特
別
休

暇
の
項
中

｢

非
常
勤
職
員｣

を

｢

勤
務
時
間
が
正
職
員
の
例
に
よ
ら
な
い
職
員｣

に
改
め
、
同
表
の

備
考
一
中

｢

八
時
間｣

を

｢

一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間｣

に
改
め
る
。

｢
期
限
付

｢
非
常
勤

第
一
号
様
式
中

育
児
休
業

を

期
限
付

に
、

日
々
雇
用

育
児
休
業

非
常
勤
｣

日
々
雇
用
｣

｢
｢

｣
｣

第
二
号
様
式
中

｢臨
時
職
員
｣

を

｢非
常
勤
職
員
等
｣

に
、

｢日
額
｣

を

｢月
額

に
改
め
る
。

(日
額
)｣

第
三
号
様
式
中

｢臨
時
的
に
｣

を
削
り
、

｢日
額
｣

を

｢月
額
(日
額
)
｣

に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中

｢臨
時
的
任
用
の
期
間
｣

を

｢任
用
期
間
｣

に
改
め
る
。

｢期
限
付
臨
時
職
員

｢非
常

勤
職

員

第
六
号
様
式
中

を

期
限
付
臨
時
職
員

に
改
め
る
。

育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
｣

育
児
休
業
代
替
臨
時
職
員
｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
次
の
表
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会
文

書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号)

第
九
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則
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期限付臨時職員

非常勤職員

替 代 業 休 児 育

員 職 時 臨
期限付臨時職員

非常勤職員

を

替 代 業 休 児 育

員 職 時 臨

に
、

｢日
額
｣

を

｢月
額

に
改
め
る
。

(日
額
)｣

日日雇用職員

日々雇用職員

公

印

の

名

称

公

印

の

印

影

青
森
県
教
育
庁
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長
印
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

正

誤
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平
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号
外
第
二
二
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

団

体

経

営

改

善

課

規

則

区

分

第
一
九
号

番

号

三

ペ
ー
ジ

下 段

後
ろ
か
ら

八

行

並
び
に

誤

及
び

正


